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令和 6年度介護職員等処遇改善加算等について 

 

令和 6 年度介護職員等処遇改善加算等につきまして、算定を希望される場合は下記の通り必要書類の提

出をお願いいたします。 

 

１． 提出書類 

 ①介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 

 ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

 ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

 

※下記ホームページにて様式を掲載しております。 

小山市ホームページ 

トップページ＞健康・福祉・介護＞介護＞介護保険事業者＞介護職員等処遇改善加算等の届出について（地域

密着型サービス・総合事業共通） 

 

２． 提出期限 

提出書類  提出期限 

処遇改善計画書 現行3加算 4月 15日 

 新加算 4月 15日 

※令和6年6月 15日までは計画の変更を

受け付けます。 

体制届出・体制等状況一覧表 現行3加算 4月 15日 

 新加算 居宅系サービス 

5月 15日 

施設系サービス 

6月 1日 

※6月 15日までは変更を受け付けます。 

 

３． 提出先 

 小山市 高齢生きがい課 

※原則郵送でのご提出をお願い致します。 

※提出期限間際の届け出になりますと内容確認等にお時間をいただく関係上、計画の内容によっては  

４月サービス提供分の請求に支障が出る可能性がありますのでお早めに届け出ください。 
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４．問い合わせ先 

厚生労働省相談窓口 

電話番号：０５０－３７３３－０２２２（受付時間 9時 00分～18時 00分（土日含む）） 

 

地域密着型サービス事業所 

高齢生きがい課 高齢支援係（電話番号：0285－22－9541） 

 

総合事業事業所 

高齢生きがい課 地域支援係(電話番号：０２８５－２２－９６１６) 


